
令和４年度 今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会 

 

日時 令和４年７月 12日（火）15:00～ 

場所 神戸市総合教育センター 701号室 

     

 

議 事 次 第 

      

１ 開 会 

  開会あいさつ 教育次長 

２ 委員紹介、委員委嘱、委員長・副委員長指名 

  委員長あいさつ 

３ 協議・説明事項 

         (１) 本市の不登校児童生徒の現状 児童生徒担当部長 

(２) 今後の進め方について 

(３) 意見交換 

   ４ 事務連絡 

５ 閉 会 
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今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会開催要綱 

 

令和４年７月７日 

教 育 長 決 定 

 

（趣旨） 

第１条 本市における不登校児童生徒への支援の現状と課題を検証し、不登校児童生徒への支援の改善充実

を図る観点から、今後の不登校対策の総合的かつ体系的な支援のあり方について検討するため、今後の不

登校支援のあり方に関する検討委員会（以下「検討委員会」という。）を開催する。 

 

（委員） 

第２条 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）前号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者 

２ 委嘱する委員の人数は、10名以内とする。 

３ 前項の規定に関わらず、特別の事項を検討する必要がある場合、教育長は、臨時の委員を委嘱すること

ができる。 

 

（委嘱期間） 

第３条 委員の委嘱期間は、委嘱の日から１年以内とする。 

２ 補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。 

３ 臨時の委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する検討が終了したときは、解嘱されるものと

する。 

 

（委員長及び副委員長の指名） 

第４条 教育長は、委員の中から委員長及び副委員長を指名する。 

２ 委員長は、検討委員会の進行をつかさどる。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（検討委員会の公開） 

第５条 検討委員会は、これを公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、教育長が公開しない

と決めたときは、この限りでない。 

 (1) 神戸市情報公開条例（平成 13年神戸市条例第 29条）第 10条各号に該当すると認められる情報につ

いて意見交換を行う場合 

(2) 検討委員会を公開することにより公正かつ円滑な検討委員会の進行が著しく損なわれると認められる

場合 

２ 検討委員会の傍聴については、教育長が別に定める。 

 

（施行細目の委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の開催に必要な事項は、児童生徒担当部長が定める。 

 

附 則（令和４年７月７日決裁） 

この要綱は、令和４年７月７日より施行する。 



今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会傍聴要綱  
令和４年７月７日 
教 育 長 決 定  

（趣旨） 
第１条 この要綱は、今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会開催要綱 （令和４年７月７日決定）

第５条第２項の規定に基づき、今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会の傍聴に関し必要な事項
を定める。 

 
（傍聴席の区分） 
第２条 会場に傍聴席を設けるものとし、傍聴席は、一般席及び記者席に分ける。 
 
（傍聴の手続） 
第３条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴章の交付を受け、着用しなければならない。 
 
（傍聴章） 
第４条 傍聴章は、会議当日所定の時間及び場所で、傍聴受付票に名前及び連絡先を記入することにより交
付する。 

２ 所定の時間において第６条に定める定員を超えた場合は、傍聴受付票に記入した者の中から抽選を行
い、傍聴章を交付する。 

３ 傍聴章の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り、一般席で傍聴することができる。 
 
（傍聴章の返還） 
第５条 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは傍聴章を返還しなければならな
い。 

 
（傍聴人の定員） 
第６条 一般席の傍聴人の定員は 20人とする。ただし、委員長が特に決める場合は、この限りではない。 
 
（傍聴席に入ることができない者） 
第７条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 
 (1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 
 (3) 前２号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるものを

持っている者 
 
（傍聴人の守るべき事項） 
第８条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 
 (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 騒ぎ立てないこと。 
 (3) 飲食又は喫煙を行わないこと。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。 
 
（撮影及び録音等の禁止） 
第９条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教
育委員会事務局児童生徒担当部長の許可を得た者は、この限りではない。 

 
（傍聴人の退場） 
第 10条 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。 
 
（係員の指示） 
第 11条 傍聴人は、すべて事務局職員の指示に従わなければならない。 
 
（違反に対する措置） 
第 12条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、こ
れを退場させることができる。 

 
附 則（令和４年７月７日決裁） 
この要綱は、令和４年７月７日より施行する。 
 
（参考１）傍聴章             （参考２）傍聴受付票 

 

今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会 

 

傍  聴  章 
 

№    

 

 傍 聴 受 付 票（№   ） 
【会議名】第 回 今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会 
【開催日】令和  年  月  日（  ） 

 

 名 前 連絡先 

1   
 

 



今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会 委員名簿 

※敬称略 五十音順 

氏名 所属・役職等 

委員 井 川  一 裕 弁護士法人 俵法律事務所 弁護士 

委員 伊藤 美奈子 奈良女子大学 研究院生活環境学部 教授、臨床心理相談センター長 学識経験者 

委員 井 上  序 子 神戸市スクールカウンセラー スーパーバイザー スクールカウンセラー 

委員 小 川  優 子 神戸市立多聞の丘小学校長 学校関係者 

委員 金 井  祐 真 NPO法人 ダルボイ・アカデミー 代表理事 フリースクール関係者 

委員 河 合  靖 代 神戸市スクールソーシャルワーカー スーパーバイザー スクールソーシャルワーカー 

委員 住 本  克 彦 奈良学園大学 人間教育学部 教授 学識経験者 

委員 中 村   健 立命館大学 経済学部 教授 学識経験者 

委員 古 川  雅 一 神戸市立本山中学校長 学校関係者 

 



別添 

 

令和４年度 今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会 年間予定 

 

時期 会議 備考 

６月 委員依頼、日程調整  

７月 

７月 12日 

第１回 検討委員会 

 ・委員委嘱 

 ・協議事項確認等 

 

 

８月 

８月 

第２回 検討委員会 

 ・協議事項① 

 ・その他 

 

 

９月 

９月 

第３回 検討委員会 

 ・協議事項② 

 ・その他 

 

 

10月 

10月 

第４回 検討委員会 

 ・協議事項③ 

 ・その他 

 

 

11月 

11月 

第５回 検討委員会 

 ・協議事項総括 

 ・報告書案検討 

 

 

12月 

12月 

報告書とりまとめ 

 

 

 



 

今後の不登校支援のあり方に関する検討委員会（第１回）開催要項 

 

１ 趣 旨 

本市における不登校児童生徒に対する支援の現状と課題を検証し、不登校児童生

徒への支援の改善充実を図る観点から、今後の不登校対策の総合的かつ体系的な支

援のあり方について検討するため、不登校支援のあり方に関する検討委員会を開催

する。 

 

２ 日 時  令和４年７月 12日（火）15:00～17:00 

 

３ 場 所  総合教育センター７階 701号室 

 

４ 委 員  別紙委員名簿参照 

 

５ 内 容 

（１）開  会 

（２）委員紹介 

（３）委員長・副委員長選任 

（４）議  題 

 ① 本市における不登校の現状について 

 ② 今後の進め方について 

 ③ そ の 他 

（５）事務連絡 

（６）閉  会 

 

 

 

担当：児童生徒課 担当係長 中井 孝一郎 


